
上水道料
15,200㎥

自衛隊熊本病院
会計課長　下之園　学
熊本県熊本市東区東本町
15-1

令和5年4月1日

熊本市上下水道事業
管理者
熊本県熊本市中央区
水前寺6丁目2-45

　既存の設備を使用
して必要とする役務を
提供出来る事業者
は、契約相手方であ
る当該事業者のみで
あるため（会計法第29
条の3第4項）

－ 4,964,000 - 単価契約

下水道料
12,500㎥

自衛隊熊本病院
会計課長　下之園　学
熊本県熊本市東区東本町
15-1

令和5年4月1日

熊本市上下水道事業
管理者
熊本県熊本市中央区
水前寺6丁目2-45

　既存の設備を使用
して必要とする役務を
提供出来る事業者
は、契約相手方であ
る当該事業者のみで
あるため（会計法第29
条の3第4項）

－ 3,240,000 -
単価契約

令和５年度　熊本駐屯地で使用
する電気

自衛隊熊本病院
会計課長　下之園　学
熊本県熊本市東区東本町
15-1

令和5年4月1日

九州電力株式会社熊
本東営業所
熊本県熊本市中央区
上水前寺１丁目6-36

4290001007004

会計法第２９条の３第
４項　（予決令第９９条
第２項により随意契約
へ移行）

－        27,373,704 -
単価契約

地域型保育給付費

自衛隊熊本病院
会計課長　下之園　学
熊本県熊本市東区東本町
15-1

令和5年4月1日
ハロー株式会社
熊本県上益城郡益城
町大字辻の城388

9330001011277
会計法第２９条の３第
４項

－ 3,924,240 -
単価契約

以下余白

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約を締結した日

公益法人の場合

公益法人の
区分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募
者数

予定価格 契約金額法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地

付紙様式第４

再就職の
役員の数

備　　考落札率物品役務等の名称及び数量

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）
　                                                             及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成２４年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開


